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◎合議体委員内訳 

 

 

 

 

 

第１合議体 

 

 

 

 

 

第８合議体 

（隔週開催） 

分  野 正委員 補強委員 

医  療          １８人 ９人 ９人 

 医師      １６人 

歯科医師     ２人 

    ８人 

    １人 

    ８人 

    １人 

保  健            １２人 ８人 ４人 

 理学療法士    ４人 

作業療法士    ３人 

看護師      ５人 

   ３人 

    ２人 

    ３人 

    １人 

    １人 

    ２人 

福  祉          ２０人 １５人 ５人 

 特養施設職員   ４人 

老健施設職員   ４人 

介護福祉士    ３人 

社会福祉士    １人 

介護支援専門員  ７人 

ヘルパー     １人 

    ４人 

    ４人 

    ２人 

    － 

    ４人 

    １人 

－ 

－ 

１人 

    １人 

    ３人 

－ 

     合  計       ５０人 ３２人 １８人 

 

◎委員分野別内訳 

委員 分 野 人数 職   種 

正委員 

（４名） 

医 療 １人 
精神科・神経科・内科・整形外科等の医師１人 

※１合議体のみ歯科医師１人と上記の医師１人の計２人 

保 健 １人 理学療法士・作業療法士・看護師のうちから１人 

福 祉 ２人 

特養施設職員・老健施設職員・介護福祉士・介護支援専門員・

ヘルパーのうちから２人 

※１合議体のみ上記のうちから１人 

補強委員 

（２名） 

医 療 １人 医師・歯科医師のうちから１人 ※１合議体のみ２人 

保健・福祉 １人 
理学療法士・作業療法士・看護師・介護福祉士・社会福祉士・

介護支援専門員のうちから１人 ※１合議体のみ２人 

※ 審査会はそれぞれ隔週１回ずつの開催となる。 

※ 正委員が欠席する場合、補強委員が出席する。（他の合議体への出席を依頼する場合もある。） 

 

◎身分、任期、報酬額等 

身 分 

介護認定審査会は、地方自治法第１３８条の４第３項に規定する地方公共団体の附属

機関に該当する。委員の身分は、地方公務員法第３条第３項第２号の規定により、非

常勤の特別職となるため、同法第３４条第１項の規定に基づき守秘義務を厳守し、違

反した場合には同法第６０条第２号の規定により罰則が科せられる。 

任 期 
２年間とし再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。（組合規則） 

報 酬 
審査会開催の都度「医師及び歯科医師」２０，０００円、「医師及び歯科医師以外の者」

１５，０００円を支給する。（組合条例） 

費用弁償 
交通費として委員が審査のため審査会に出席したときは、日額１，５００円を支給す

る。（組合条例）  

～
 


